
令和８年度 宮崎県保育士修学資金貸付募集要項 

                                      宮崎県社会福祉協議会 

１ 貸付の目的 

  指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し学費等又は就職準備金を貸し付け

ることにより、保育人材の確保を図る。  

２ 実施主体 

  宮崎県社会福祉協議会 

３ 概要 

項   目 概           要 

貸付対象者 

県内外の指定保育士養成施設に在学する方で、次の１～３の要件を満たす方 

１ 養成施設を卒業後、宮崎県内において保育士等として児童の保護等に従事する意思がある 

 方 

２ 宮崎県内の市町村に住民登録をしている方又は宮崎県内の市町村に住民登録をしていない

方が宮崎県内の養成施設に修学する場合（通信制を除く）等であって、卒業後、宮崎県内に

おいて保育士等として児童の保護等に従事する意思がある方 

３ 成績優秀であり、かつ家庭の経済状況等から真に修学資金の貸付けが必要と認められる方 

４ 令和７年度から世帯所得基準は、日本学生支援機構第二種貸与型(有利子)の基準を準用す

る。 

５ 宮崎県内の保育士養成施設は次のとおりです。 

  ⋆ 宮崎学園短期大学保育科 ⋆ 宮崎国際大学児童教育学科  

  ⋆ 南九州大学子ども教育学科 

  ⋆ 宮崎こども・医療専門学校（連携校：近畿大学九州短期大学通信教育部 福岡県） 

  ⋆ ケアネクストカレッジ 

  ⋆ 小田原短期大学保育学科通信教育課程専攻科延岡キャンパス 

６ 県外の指定保育士養成施設在学者も貸付対象 

貸 付 額 

１ 学費等の貸付 

⑴ 学費（月額）          ５０，０００円以内 

⑵ 入学準備金（貸付初回加算）  ２００，０００円以内 

⑶ 就職準備金（卒業時加算）  ２００，０００円以内 

※ 高等教育の修学支援新制度との併用者は、所得要件により学費及び入学準備金が、申請額

よりも減額される場合があります。 

２ 就職準備金のみの貸付（貸付対象は、修学資金の学費相当分の貸付けを受けていない方） 

 ・ 就職準備金          ２００，０００円以内 

利    子 無利子（ただし、返還遅延の場合は延滞利子が加算されます。） 



貸 付 期 間 

１ 学費等の貸付 

養成施設に在学する期間内とします。ただし、修学期間が２年を超える養成施設に在学して

いる場合は、２年分の学費に相当する範囲内であれば修学期間に割り振ることができます。 

２ 就職準備金のみの貸付 

 養成校最終学年開始時から 

貸付金の交付 

１ 学費等の貸付 

分割交付（毎年、年２回） 

２ 就職準備金のみの貸付 

 養成校最終学年開始時以降に１回限り 

返 還 免 除 

次の条件を満たした場合、返還を全額又は一部免除します。 

１ 養成施設卒業後１年以内に保育士登録を行い、宮崎県内において５年間継続して児童の保

護等に従事したとき（過疎地域、離島及び中山間地域等にて勤務した場合及び中高年離職者

が勤務した場合については３年間） 

２ １の業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し又は業務に起因する心身の故

障のため業務を継続することができなくなったとき など 

返   還 

次の場合、修学資金の返還が発生します。 

１ 貸付契約が解除されたとき 

２ 養成施設を卒業した日から１年以内に保育士として登録せず、又は宮崎県内の従事先施設等

で保育士等として児童の保護等に従事しなかったとき 

３ 宮崎県内の従事先施設等で保育士等として児童の保護等に従事する意思がなくなったとき 

４ 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき 

申 請 書 類 

次の書類の提出が必要です。 

① １ 貸付申請書     ２ 養成施設の推薦状      ３ 誓約書   

② ４ 世帯全員の住民票（マイナンバーの記載の無いもの） 

③ ５ 世帯全員及び連帯保証人予定者の所得証明書（学生、生徒及び未就学児等所得のない者を 

 除きます。）※連帯保証人は、原則として 65歳未満で、保証能力がある方とします。 

６ 個人情報取扱同意書   ７ その他本会会長が必要と認める書類 

※ 就職準備金のみの貸付の場合、２の養成施設の推薦状は不要 

申請の流れ 
貸付申請者（申請書類１～６を）→在学する養成施設→宮崎県社会福祉協議会     

※ 申請書類７は本会会長が必要と認める場合 

申 請 期 間 

１ 学費等の貸付 

令和８年４月６日（月）～令和８年９月３０日（水） 

(1) 貸付決定後、早期に貸付金の送金を希望する方は 5月 26日(火)までの申請とする。 

(2) 保育養成施設で一定期間学びを体験した後、貸付けを希望する方は 9月 30日(水)までの申請

とする。 

(3) 貸付決定は申請時期に左右されることはありません。 

２ 就職準備金のみの貸付 

令和８年４月６日（月）～令和９年２月１２日（金） 

問 合 せ 先 

〒８８０―８５１５ 

宮崎市原町２番２２号 宮崎県福祉総合センター内人材研修館内 福祉人材貸付相談室 

電話 ０９８５―６１―２４２４  ＦＡＸ ０９８５―２６―２８２８ 

 


